
亀山市告示第５６号 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和５年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第６６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

区分 助成金の額 

（消費税及び地 

方消費税を含む。）

ロタウイ

ルス 

乳児 

５価経口弱毒生

ロタウイルスワ

クチン 

（ロタテック） 

１１，９１３円 

乳児 

経口弱毒生ヒト

ロタウイルスワ

クチン 

（ロタリックス）

１６，９４０円 

Ｂ型肝炎 乳児 ８，５４２円 

長期疾患：幼児 ７，１１２円 

長期疾患：児童・ ６，２８７円 

区分 助成金の額 

（消費税及び地 

方消費税を含む。）

ロタウイ

ルス 

乳児 

５価経口弱毒生

ロタウイルスワ

クチン 

（ロタテック） 

１２，４９６円 

乳児 

経口弱毒生ヒト

ロタウイルスワ

クチン 

（ロタリックス）

１７，５２３円 

Ｂ型肝炎 乳児 ９，１２５円 

長期疾患：幼児 ７，６９５円 

長期疾患：児童・ ６，３２０円 



 生徒  

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １０，８２４円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，５６９円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，１９０円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９３５円 

水痘 乳幼児 １１，２２０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

８，９６５円 

ＢＣＧ 乳児 １１，７７０円 

 長期疾患：幼児

（４歳未満） 

１０，３４０円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １３，４２０円 

幼児 １１，９９０円 

長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

１１，１６５円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，２６５円 

幼児 １０，８３５円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１０，０１０円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ７，９３１円 

幼児 ６，５０１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，６７６円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ８，０１４円 

幼児 ６，５８４円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，７５９円 

ＭＲ １期（乳幼児） １３，８６０円 

 ２期（幼児） １２，４３０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１１，６０５円 

麻しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，３５０円 

２期（幼児） ７，９２０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，０９５円 

風しん単 １期（乳幼児） ９，３６１円 

 生徒  

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １１，４０７円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，６０２円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，７７３円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９６８円 

水痘 乳幼児 １１，８０３円 

 長期疾患：児童・

生徒 

８，９９８円 

ＢＣＧ 乳児 １２，３５３円 

 長期疾患：幼児

（４歳未満） 

１０，９２３円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １４，００３円 

児童 １１，１９８円 

長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

１１，１４３円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，２４３円 

児童 ９，９８８円 

 長期疾患：児童・

生徒 

９，９８８円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ７，９０９円 

児童 ５，６５４円 

 長期疾患 

 

５，６５４円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ７，９９２円 

児童 ５，７３７円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，７３７円 

ＭＲ １期（乳幼児） １３，８５３円 

 ２期（幼児） １２，４２３円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１１，５９８円 

麻しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，３２８円 

２期（幼児） ７，８９８円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，０７３円 

風しん単 １期（乳幼児） ９，３３９円 



抗原 ２期（幼児） ７，９３１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，１０６円 

日本脳炎 幼児 ８，４１５円 

 児童・経過措置 ７，５９０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，５９０円 

子宮頸が

ん予防 

児童・生徒・長

期疾患 

（２価・４価） 

１７，２１５円 

児童・生徒・長

期疾患 

（９価） 

３０，１４０円 

 

抗原 ２期（幼児） ７，９０９円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，０８４円 

日本脳炎 幼児 ８，３９３円 

 児童・経過措置 ７，５６８円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，５６８円 

子宮頸が

ん予防 

生徒 

 

 

１７，１９３円 

長期疾患：生徒 

 

 

１７，１９３円 

   

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


